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（午前１０時００分 開会） 

 

○坂倉広子委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、議会運営委員会を開催いたします。 

  議事に入る前に確認をいたしたいと思います。 

  副議長の当委員会への出席を求めることについてであります。 

  副議長は議長に事故があるときには、その職務を代行することになっております。このため、副議長に任期

在職中は当委員会に委員外議員として出席を求めることにしたいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○坂倉広子委員長 ご異議なしと認め、副議長に任期在職中は当委員会の委員外議員として出席を求めることに

決定いたしました。 

  なお、委員外議員には表決権がありません。また、発言についても委員長の許可なしにはできませんので了

承願います。 

  副議長に申し上げます。当委員会に委員外議員として出席いただきますが、表決権はありません。また、委

員長の許可なしでは発言ができませんのでご了承おき願います。 

  これより議事に入ります。 

  早速ですが、令和元年６月６日の会議に提出されます議案の概要について、総務課長の説明を求めます。 

  総務課長。 

○中村総務課長 総務課、中村です。よろしくお願いします。 

  それでは、令和元年６月６日会議に提出いたします議案について説明させていただきます。 

  提出議案一覧表をごらんください。 

  今回の議案は、議案第３号が補正予算議案１件、議案第４号から９号が条例議案６件、報告１件、計８件を

上程しております。 

  また、追加議案としまして、６月１７日会議で補正予算１件、条例議案１件を予定しており、６月２６日の

会議では工事請負契約の締結２件、人事案件１２件を予定しております。 

  まず、議案第３号、令和元年度鳥羽市一般会計補正予算（第３号）について説明をさせていただきますので、

補正予算の概要の１ページをごらんください。 

  補正予算の規模ですが、令和元年度一般会計補正予算（第３号）は、地域振興事業で４００万円、漁港整備

事業で４３５万３,０００円、消防団活性化経費で５２１万４,０００円、小学校給与等管理費で３,１４６万

８,０００円、中学校給与等管理費で２,７９５万４,０００円を計上し、補正後の一般会計予算額は１１４億

８,５３１万８,０００円となります。 

  主な事業について説明をさせていただきます。 

  補正予算概要の４ページをお願いします。 

  一般コミュニティ事業で４００万円を計上しております。これは宝くじのコミュニティ助成事業の採択を受
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けたことから、千賀町内会、国崎町内会への補助金を補正します。 

 次に、農水商工課の漁港整備事業の県単事業で３５８万１,０００円を計上しております。菅島漁港浮桟橋の

舗装改良を行うための補正でございます。 

  概要の５ページをお願いします。 

  下の道路改良事業として１,０５２万９,０００円を減額しております。市道安楽団地幹線３号道路整備事業

の補償対象となっている建物の移転に時間を要し、本年度の完成が見込めないことから、用地購入費及び建物

補償費の一部を減額補正し、債務負担行為を設定いたします。 

  次に、消防本部ですけれども、消防団活性化対策事業として５２１万４,０００円を計上しております。消

防団員の退職者が当初見込み人数を上回ったため、消防団員退職報償金を増額補正します。 

  概要の６ページをお願いします。 

  教育委員会総務課ですが、事務局運営業務として３０７万５,０００円を計上しております。教育長の任期

満了に伴い、退職金を支給します。 

  それから、一番下ですけれども、小学校管理業務として３,１４６万８,０００円を計上しております。安楽

島小学校において、トイレの老朽化対策や洋式化などの環境改善を行うための交付金が採択されたことから補

正を行います。 

  次に、７ページお願いします。 

  中学校管理業務として２,７９５万４,０００円を計上しております。鳥羽東中学校においてトイレの老朽化

対策や洋式化などの環境改善を行うための交付金が採択されたことから補正を行います。 

  補正予算の説明は以上です。 

  提出議案の一覧表の裏面から概要が出ておりますので、概要のほうをごらんください。 

  議案第４号、鳥羽市福祉医療費助成に関する条例の一部改正について、市民課ですけれども、提案理由は、

現物給付の方法による福祉医療費助成の対象者及び対象となる医療機関について必要な事項を定めるものでご

ざいます。対象者は未就学児、対象医療機関は三重県内の区域内に存する保険医療機関となります。 

  次に、議案第５号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、健康福祉課ですが、提案理由は、

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、災害援護資金の貸し付け利率及び償還方法等に関し必要

な事項を定めるものでございます。 

  主な内容としましては、災害援護資金の貸し付けを受ける際の保証人の有無、今までは必須でしたが、立て

ることができる。それから、貸し付け利率については、保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年３％

以内などが定められます。 

  次に、議案第６号、鳥羽市介護保険条例の一部改正について、健康福祉課ですが、提案理由は、介護保険法

施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正に伴い、低所得者に対する保険料軽減の強

化に関し必要な事項を定めるものでございます。 

  １０月の消費税率引き上げに合わせ、平成２７年４月から一部実施をしている低所得者に対する保険料の軽

減を強化するものでございます。改正内容につきましては表のとおり、令和元年、２年と改正がされる予定で

す。 
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  次に、議案第７号、鳥羽市消防団条例の一部改正について、消防本部ですが、提案理由は、高齢化が進展し

ている社会情勢を鑑み、消防団の維持及び充実を図るため、消防団員の任用年齢の上限を廃止し、あわせて分

限に関する規定を整備するものでございます。 

  主な内容は、団員の年齢上限55歳未満を廃止、団員の身分の喪失に「死亡したとき、又は所在不明となった

とき」を新設します。 

  議案第８号、鳥羽市火災予防条例の一部改正について、消防本部ですが、提案理由は不正競争防止法等の一

部を改正する法律及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改

正に伴い、避雷設備及び住宅用防災警報機器等の設置の免除について必要な事項を定めるものでございます。 

  主な内容は、工業標準化法が産業標準化法に、日本工業規格が日本産業規格にそれぞれ改められたことなど

を反映します。 

  議案第９号、鳥羽市定期航路運航条例の一部改正について、定期船課ですが、提案理由は、消費税率の引き

上げにあわせ、普通運賃及び荷物運賃を改正するものでございます。詳細は新旧対照表のほうでご確認をお願

いします。 

  次に、報告第１号、平成３０年度鳥羽市一般会計繰越明許費繰越計算について、企画財政課ですけれども、

平成３０年度一般会計予算において、繰越明許費を設定した事業の繰越額を調整いたしました。内容につきま

しては、議案書の１５ページを後ほどまたご確認お願いします。 

  それから、令和元年６月１７日会議に提出議案としまして、議案第１０号、令和元年度鳥羽市一般会計補正

予算（第４号）、健康福祉課と教育委員会になりますが、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が５月

１０日に可決、成立したことから、令和元年１０月からの幼児教育・保育無償化の実施に向け、事務費及び総

合住民情報システム改修経費を計上する予定となっております。 

  議案第１１号、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、選挙管理委員会です

が、国会議員の選挙等の執行経費等の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律が５月８日に可

決・成立したことから、投票管理者等選挙に関係する者に対する報酬額を改正するものです。 

  以上で、令和元年６月６日会議の提出議案についてご説明を終わらせていただきます。 

○坂倉広子委員長 総務課長の説明は終わりました。 

  次に、会議日程及び議案の取り扱いについて事務局長に説明をさせます。 

  事務局長。 

○清水事務局長 ６月会議の日程等についてご説明いたします。 

  ６月会議に上程される議案につきましては、先ほど総務課長から説明のありましたとおり、補正予算議案

１件、条例議案６件、報告１件の合計８件でございます。 

  一般質問につきましては、３名の議員から６件の通告がございました。 

  次に、その議案の取り扱い並びに会議日程についてでありますが、お手元の会議日程案をごらんください。 

  会議日程及び議案の取り扱いについては、６月６日に会議を再開し、諸報告、会議録署名議員の指名後、提

出議案の上程、提案者の趣旨説明を行います。 

  また、議会改革推進特別委員会の設置について議員発議いたします。したがいまして、委員会の設置及び議
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長を除く１３名の委員の選任、そして正副委員長を互選いたします。 

  定例日の一般質問は、６月１２日から１４日の３日間としておりましたが、通告者が３名ですので、１日目

の１２日で終了する予定でございます。 

  次に、６月１７日に議案に対する質疑を行い、所管の常任委員会へ付託いたします。常任委員会につきまし

ては、６月１８日に総務民生常任委員会、６月１９日に文教産業常任委員会とし、予算決算常任委員会での補

正予算議案の審査を６月２０日とさせていただいております。 

  なお、６月１８日の総務民生常任委員会でありますが、この総務民生常任委員会開催時間の１０時に、J・

アラート、緊急地震速報伝達訓練が行われますので、総務民生常任委員会委員も訓練に参加いただきたいと考

えております。このため、委員会の開催時間は、J・アラート後の１０時５分開始を予定してございます。 

  なお、６月２６日の会議におきましては、各常任委員会の委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、表

決等を行いまして、散会する日程とさせていただきました。 

  よろしくご審査のほどお願いいたします。 

○坂倉広子委員長 事務局長の説明は終わりました。 

  会議日程及び議案の取り扱いについてご質問、ご意見はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○坂倉広子委員長 ないようですので、お諮りいたします。 

  議案の取り扱いについては、事務局長の説明のとおり取り扱うことに賛成の委員は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○坂倉広子委員長 起立全員であります。 

  よって、議案の取り扱いについては、そのように決定いたします。 

  続きまして、追加議案の上程等について事務局長より説明をいたさせます。 

  事務局長。 

○清水事務局長 追加議案の上程等の取り扱いについてご説明いたします。 

  ６月１７日、補正予算議案（第４号）１件と条例議案の１件の追加上程があり、提案者趣旨説明の後、質疑

を行い、所管の委員会に付託いたします。 

  ６月２６日は、本会議での表決後、追加議案の工事請負契約の２議案と人事案件の農業委員会委員の任命に

ついての１２議案を追加上程があり、提案者趣旨説明の後質疑を行い、工事請負契約議案は常任委員会へ付託

し、農業委員会委員の任命の議案とともに即日表決をいたします。 

  申し合わせにより、人事案件につきましては委員会付託を省略し、質疑を行うが、討論は行わないとありま

すので、このように取り扱いをさせていただきたいと思います。 

  この人事案件に対する全員協議会を６月１７日の議案質疑後に開催させていただきますので、ご了承のほど

お願いいたします。 

  以上でございます。よろしくご審査いただきますようお願いいたします。 

○坂倉広子委員長 事務局長の説明は終わりました。 

  このことについて、ご質問はございませんか。 
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  戸上委員。 

○戸上 健委員 議案１２号の工事請負契約の締結ですが、これの委員会付託は、予算決算常任委員会なのか文

教産業常任委員会なのか、どちらでしょうか。 

○坂倉広子委員長 事務局長。 

○清水事務局長 文教産業常任委員会でございます。 

○坂倉広子委員長 ということですが、戸上委員。 

○戸上 健委員 そうすると、市長が議案提案をした後、本会議での議案質疑ということになりますか。 

○坂倉広子委員長 事務局長。 

○清水事務局長 そのとおりでございます。 

○戸上 健委員 はい、了解です。 

○坂倉広子委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○坂倉広子委員長 それでは、ないようですので、お諮りいたします。 

  追加議案等の取り扱いについては事務局長の説明のとおり取り扱うことに賛成の委員は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○坂倉広子委員長 起立全員であります。 

  よって、追加議案の取り扱いについては、そのように決定いたします。 

  ご協議いただくことは以上です。 

  委員の皆さんから何かございましたら、ご発言を願います。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 この議案第１２号の予算書概要、それはいつ来ますか。 

○坂倉広子委員長 それでは、局長。 

○清水事務局長 議案第１２号は、２１日以降にいただけるというふうに伺っております。 

○坂倉広子委員長 副委員長。 

○河村 孝委員 工事請負契約の締結、だからこの業者さんとの契約をこの金額でしますけれども、よろしいで

すかという確認の議案ですよね。だから、決して予算の内容を審議する話ではないんですよね。 

○坂倉広子委員長 事務局長。 

○清水事務局長 はい、そのとおりでございます。 

○坂倉広子委員長 ほかにございませんか。 

  事務局長。 

○清水事務局長 その他といたしまして、本年度におきましても、真珠議会の開催を予定しております。 

  本年度は答志小学校五、六年生１５名によりまして、合唱等の発表をしていただく予定です。例年同様に、

議会開会時間が少し早くなり午前９時３０分から始まりますので、定刻までにご参集いただきますようお願い

いたします。 

  そこで、本会議場での服装でございますが、昨年の９月会議からクールビズ期間中の本会議での上着着用の
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義務はございませんということになっておりますんですが、９時３０分から１０時までの真珠議会セレモニー

のときだけ上着着用で真珠製品を身につけていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。１０時か

らの本会議での上着は着用していただくか、それは自由でございます。 

  昼食につきましても、ウナギを食べるどんぶり会も同様に予定をしております。 

  また、本会議冒頭におきまして、全国市議会議長会及び東海市議会議長会におきまして、今回、世古安秀議

員が１５年表彰を受賞される予定でありますが、この全国市議会議長会の総会が６月１１日で例年よりも開催

が遅くなっている関係で、６月６日の会議初日に授与式を行うことができませんので、現在のところ６月

１７日の議案質疑の日に授与式をとり行う予定をしておりますので、ご承知おき願います。 

  以上でございます。 

○坂倉広子委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○坂倉広子委員長 それでは、ないようですので、これをもちまして議会運営委員会を終わります。 

（午前１０時２１分 散会） 

─────────────── 
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委員長はこの会議録をつくりここに署名する。 

 

 令和元年６月３日 

 

              議会運営委員長    坂  倉  広  子 

 


